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　村では、９月１０日～１１日にかけて発生した豪雨により被害にあわれた方々に対して村税の減
免を次のとおり実施します。
　減免を受けるには申請が必要ですので、必要書類等を添えて申請してください。
■減免の対象
　平成２７年度分の課税額のうち、災害の日以後に納期限が到来するものについて減免します。
■申請期限
　平成２８年３月３１日（木）まで
■申請先
　住民税務課
■申請に必要なもの
　申請書（住民税務課に備え付けてあります。）、印鑑（スタンプ式以外のもの）、り災証明書、土地
及び償却資産については、損害の程度がわかるものをご用意ください。

１.個人村民税、国民健康保険税
■減免の内容
　災害により納税義務者が次のような場合、次の割合で減免します。　

　納税義務者が居住する住宅が損害を受けた程度により、平成２６年度中の合計所得が１,０００万
円以下である方に対し、次の割合で減免します。

平成２７年９月関東・東北豪雨による平成２７年９月関東・東北豪雨による
災害被害者に対する村税の減免について災害被害者に対する村税の減免について
平成２７年９月関東・東北豪雨による平成２７年９月関東・東北豪雨による
災害被害者に対する村税の減免について災害被害者に対する村税の減免について
平成２７年９月関東・東北豪雨による
災害被害者に対する村税の減免について

区　　分

生活保護法の規定により生活扶助を受けることとなったとき

地方税法に規定する障害者となったとき

減免の割合

全　部

１０分の９

減免の割合

全　　部

２分の１

２分の１

４分の１

４分の１

８分の１

被害程度

床上浸水

床下浸水

床上浸水

床下浸水

床上浸水

床下浸水

合計所得金額

５００万円以下

５００万円を超え７５０万円以下

７５０万円を超え１,０００万円以下

２.固定資産税
■減免の内容
　所有する固定資産が次のような被害を受けたとき、減免します。

■減免の割合
　所有する固定資産の損害・被害の程度により、次の割合で減免します。

　【土　　地】

　　土地の損害：宅地、農地が土砂の堆積、流出、陥没等により著しく価値が減少し、
　　　　　　　　又は土地本来の効用を果たせなくなった状態。
　　　　　　　　※冠水のみの場合は対象となりません。

　【家　　屋】

　【償却資産】

被害面積が該当土地の１０分の２以上であるとき

床上・床下浸水であるとき

価格の１０分の２以上の価格を減じたとき

土　　地

家　　屋

償却資産

減免の割合

１０分の８

１０分の５

被害程度

床上浸水

床下浸水

減免の割合

全　　部

１０分の８

１０分の６

１０分の４

損害の程度

■問い合わせ先　住民税務課　☎３４５－５１１１

価格の１０分の１０の価格を減じたとき（復旧不能）

価格の１０分の６以上の価格を減じたとき

価格の１０分の４以上１０分の６未満の価格を減じたとき

価格の１０分の２以上１０分の４未満の価格を減じたとき

減免の割合

全　　部

１０分の８

１０分の６

１０分の４

損害の程度

被害面積が当該土地の面積の１０分の８以上

被害面積が当該土地の面積の１０分の６以上１０分の８未満

被害面積が当該土地の面積の１０分の４以上１０分の６未満

被害面積が当該土地の面積の１０分の２以上１０分の４未満
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